
 

 

 

 

 

 

 

「心の健康づくりフォーラム」を開催します 

－心の健康のために職場と家庭でできること－ 
 

佐賀労働局（局長 重河 真弓）は、関係機関とともに、企業や団体の代表者、人事

労務担当者、職域・地域のメンタルヘルス関係者、県民のみなさんを対象としたメン

タルヘルス関係のフォーラムを毎年開催しています。今回は、「心の健康のために職

場と家庭でできること」をテーマとして開催します。 

 

 

   

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが２類から５類へ移行し、徐々にコロナ禍前 

の生活に戻りつつありますが、これまでの経済、雇用、暮らしや健康問題の悪化等様々な要因が重なり、 

ストレスを抱える者も少なくありません。 

 このような中、心の健康を保ち、自分らしく社会生活を送ることができるよう「心の健康のため 

に職場と家庭でできること」をテーマに、精神保健福祉関係機関や労働関係機関が協力し、広く県 

民にストレスへの対処や心の健康づくりについて考える機会となることを目的として、心の健康づく 

りフォーラムを開催します。  

 

 

日 時 : 令和６年 1 月 23 日（火） 午後１時 30 分から午後３時 45 分まで 

場 所 ： 佐賀県立生涯学習センター アバンセ （佐賀市天神３-２-11）   

入場無料（定員 300 名） 

 

１ 特別講演   

『メンタル不調者への職場や家庭での関わり方』  

（講師） 佐賀産業保健総合支援センター 

産業保健相談員・メンタルヘルス対策促進員  真﨑康子(まさき やすこ) さん 

２ 講演 

      『心が元気になる補い ～セルフケアをやってみよう！～』 

       （講師） NPO 法人 おせっかい工房 咲風里（さぷり） 田中美穂（たなか みほ） さん 
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【照会先】 
佐賀労働局 労働基準部 健康安全課 
健 康 安 全 課 長  貞木  竜成 
副主任地方労働衛生専門官  桑 原   務 

（電話）０９５２－３２－７１７６ 
 

テーマ 『心の健康のために職場と家庭でできること』 



 

※ 当日、取材を希望される報道機関の方は、電話等で、令和６年 1 月 22 日（月）１５時までに佐 

賀労働局労働基準部健康安全課に御連絡ください。 

当日会場内での取材は可能ですが、下記の「取材の際の注意事項」に御留意ください。 

 

 

【取材上の際の注意事項】 

１ 特別講演及び講演中の録画・録音は禁止とさせていただいております。 

２ 新聞等の取材の場合の写真撮影は可能です。（フラッシュ発光も可） 

 

 

【取材の際の連絡先】 

１ 電 話  0952-32-7176 

２ メール  kenkouanzenka-sagakyoku@mhlw.go.jp 

３ 担 当  桑原、 貞木 
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